
亀山市告示第２２２号 

亀山市高齢者福祉サービス施設等物価高騰対策事業補助金交付要綱を次のように定め

る。 

令和４年１１月２８日 

亀山市長 櫻 井 義 之 

 

亀山市高齢者福祉サービス施設等物価高騰対策事業補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この告示は、物価高騰に伴い、運営状況が厳しい高齢者福祉サービス施設等に

対し、電気料金、ガス料金、車両燃料費及び食材費（以下「電気料金等」という。）

に要する経費の一部を支援することにより、当該高齢者福祉サービス施設等の負担を

軽減し、もって安定的かつ継続的な高齢者福祉サービスの提供を支援することを目的

とする。 

（定義） 

第２条 この告示において、「高齢者福祉サービス施設等」とは、次の表の左欄に掲げ

る区分に応じ、同表右欄に定める施設又は事業所であって、高齢者福祉サービス（以

下「サービス」という。）を提供するもの（以下「施設等」という。）をいう。 

入所系 養護老人ホーム（老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２０条

の４に規定する養護老人ホームをいう。以下この表において同じ。） 

 短期入所療養介護事業所（介護保険法（平成９年法律第１２３号。以

下「法」という。）第８条第１０項に規定する短期入所療養介護を行

う事業所をいう。） 

 特定施設入居者生活介護事業所（法第８条第１１項に規定する特定施

設入居者生活介護を行う事業所（養護老人ホーム及び軽費老人ホーム

（老人福祉法第２０条の６に規定する軽費老人ホームをいう。）を除

く。）をいう。） 

 認知症対応型共同生活介護事業所（法第８条第２０項に規定する認知

症対応型共同生活介護を行う事業所をいう。第５条において同じ。） 



 地域密着型介護老人福祉施設（法第８条第２２項に規定する地域密着

型介護老人福祉施設をいう。） 

 介護老人福祉施設（法第８条第２７項に規定する介護老人福祉施設を

いう。） 

 介護老人保健施設（法第８条第２８項に規定する介護老人保健施設を

いう。） 

通所系 通所介護事業所（法第８条第７項に規定する通所介護を行う事業所を

いう。） 

 通所リハビリテーション事業所（法第８条第８項に規定する通所リハ

ビリテーションを行う事業所をいう。） 

 地域密着型通所介護事業所（法第８条第１７項に規定する地域密着型

通所介護を行う事業所をいう。） 

 認知症対応型通所介護事業所（法第８条第１８項に規定する認知症対

応型通所介護を行う事業所をいう。） 

 小規模多機能型居宅介護事業所（法第８条第１９項に規定する小規模

多機能型居宅介護を行う事業所をいう。） 

訪問系 訪問介護事業所（法第８条第２項に規定する訪問介護を行う事業所を

いう。） 

 訪問看護事業所（法第８条第４項に規定する訪問看護を行う事業所を

いう。） 

 居宅介護支援事業所（法第８条第２４項に規定する居宅介護支援を行

う事業所をいう。） 

 介護予防支援事業所（法第８条の２第１６項に規定する介護予防支援

を行う事業所をいう。） 

 （補助金の名称） 

第３条 この告示により交付する補助金の名称は、亀山市高齢者福祉サービス施設等物

価高騰対策事業補助金（以下「補助金」という。）という。 

（補助金の交付対象者） 

第４条 補助金の交付の対象となる者（以下「交付対象者」という。）は、令和４年７



月１日（次条第１項第３号の経費のみを対象として補助金の交付を申請する場合は、

同年１０月１日）時点で施設等を運営している者であって、引き続き、令和５年３月

３１日までの間、当該施設等においてサービスの提供を行う意思があるものとする。

ただし、次のいずれかに該当するものは、交付対象者としない。 

（１）代表者、役員若しくは使用人その他の従業員若しくは構成員等が亀山市暴力団排

除条例（平成２３年亀山市条例第１号）第２条第２号に規定する暴力団員若しくは 

同条第１号に規定する暴力団若しくは当該暴力団員と密接な関係を有する者であり、 

又はこれらの者が直接的若しくは間接的に経営に関与している者 

（２）政治団体 

（３）宗教上の組織若しくは団体又は業として宗教上の行為を行う者 

（４）前３号に掲げる者のほか、市長が交付対象者として適切でないと認める者 

（補助対象経費） 

第５条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、施設等 

が令和４年７月１日（第３号の経費のみを対象として補助金の交付を申請する場合は、

同年１０月１日）から令和５年３月３１日までの間に負担する次に掲げる経費とする。 

（１）電気料金 

（２）ガス料金 

（３）車両燃料費（令和４年１０月１日時点で施設等が所有し、又は賃貸借契約を締結

している車両であって、かつ、次のいずれかの用途に使用しているものに要する経

費に限る。） 

ア 利用者の送迎 

イ 施設等の職員による利用者の居宅への訪問 

ウ 利用者の医療機関への通院等 

（４）食材費（入所系の施設等（認知症対応型共同生活介護事業所を除く。）に係るも

のに限る。） 

２ 複数の種別のサービスを提供する施設にあっては、それぞれのサービスに係る経費

を対象とする。 

３ 複数の種別のサービスに車両を使用し、又は複数の施設において車両を共用してい

る場合は、当該車両の使用頻度が最も高いサービス又は施設に係る車両燃料費を対象

とする。 



４ 補助対象経費は、施設等においてサービスを提供した月に要したものに限る。ただ

し、第７条第１項の規定による補助金の交付の申請の日から令和５年３月３１日まで

の間については、同項第２号の誓約書により、同日までの間のサービスを提供する意

思を確認することをもってサービスを提供しているものとみなす。 

５ 前各項の規定にかかわらず、補助を受けようとする電気料金等が、亀山市が新型コ

ロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用して実施する他の支援制度等に基

づく助成金、補助金等の交付対象となる場合は、補助対象経費としない。 

６ 前各項の規定にかかわらず、国又は他の地方公共団体から交付された助成金、補助

金等の交付対象となった経費は、補助対象経費から除くものとする。 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、別表左欄に掲げる区分ごとに、同表中欄に掲げる補助対象経費

に応じ、同表右欄に掲げる算式により算定した額とする。ただし、１の施設等につき、

当該額に１，０００円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。 

（交付の申請等） 

第７条 補助金の交付を申請しようとする者（以下「申請者」という。）は、令和５年

２月２８日までに、亀山市高齢者福祉サービス施設等物価高騰対策事業補助金交付申

請（請求）書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならな

い。 

（１）亀山市高齢者福祉サービス施設等物価高騰対策事業補助金交付申請内訳書（様式

第２号） 

（２）誓約書（様式第３号） 

（３）振込口座及び口座名義人が分かる通帳等の写し 

２ 前項の規定による申請は、亀山市補助金等交付規則（平成１７年亀山市規則第３２

号）第１２条に定める実績の報告を兼ねる。 

（補助金の交付決定等） 

第８条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたと

きは、速やかに補助金の交付を決定し、亀山市高齢者福祉サービス施設等物価高騰対

策事業補助金交付決定通知書（様式第４号）により通知するとともに、申請者が指定

する口座に補助金を振り込むものとする。 

２ 市長は、前項の審査において必要と認めるときは、申請者に対し、必要な書類の提



出を求めることができる。 

(不正利得の返還) 

第９条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者があるときは、

その者から当該交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。 

（委任） 

第１０条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、公表の日から施行する。 

（失効） 

２ この告示は、令和５年３月３１日限り、その効力を失う。 

別表（第６条関係） 

区分 補助対象経費 算式 

入所系 電気料金 １，０００円×サービスを提供した月数×定員（介

護保険サービス事業等の指定を受けている定員をい

う。以下同じ。） 

ガス料金 １２５円×サービスを提供した月数×定員 

車両燃料費 ５００円×サービスを提供した月数×車両の台数 

食材費 ７５０円×サービスを提供した月数×定員 

通所系 電気料金 ６００円×サービスを提供した月数×定員 

ガス料金 ８５円×サービスを提供した月数×定員 

車両燃料費 １，２５０円×サービスを提供した月数×車両の台

数 

訪問系 電気料金 ７，５００円×サービスを提供した月数 

ガス料金 ９５０円×サービスを提供した月数 

車両燃料費 ５００円×サービスを提供した月数×車両の台数 

備考 サービスを提供した月数は、電気料金、ガス料金及び食材費については令和４

年７月から令和５年３月までの間、車両燃料費については令和４年１０月から令和

５年３月までの間にサービスを提供した月数とする。 


